質問書

・照査技術者の資格要件（空間情報総括監理技術者：以下、当該資格という）について、以下の理由から他の自治体の事例に見られる技術士（国家資格）等の資格要件をご検討頂けませんでしょうか
1 当該資格は、高度専門資格である一方、国家資格ではなく民間の認定資格であること
2 当該資格は、保有する技術者が在籍する企業がかなり限定されることから、公平性・競争性が確保できないと思われること
3 弊社の同種業務実績（全国20件以上あり）では、当該資格ではなく技術士等の要件となっており、納品完了（検査等も合格）していることから、品質に問題が無いと思われること

◆特記仕様書
第 5 条 （管理技術者及び照査技術者）
（２） 照査技術者
① 空間情報総括監理技術者

【回答】
ご質問の照査技術者の資格要件につきましては、原仕様書のとおりとします。
本業務は、公営住宅等長寿命化計画の策定に加え、施設情報や位置情報等の空間情報を活用しながら、現状分析、課題整理、将来的な維持管理・更新等を見据えた検討を行うことを想定しております。
そのため、照査技術者には、単なる計画策定に係る知識のみならず、空間情報の利活用に関する高度な知見を有し、データベース更新・分析、品質管理及び運用管理を含めた総合的な観点から成果品を照査できる能力を求めております。
なお、本資格は照査技術者に求める要件であり、管理技術者については、技術士（都市及び地方計画）、ＲＣＣＭ（都市計画及び地方計画）又は一級建築士を配置可能としていることから、競争性についても一定程度確保されているものと考えております。
